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東京都に対する「まん延防止等重点措置の適用」に対する職場における対応につ

いて（案）

〇職員等の体調管理について

引き続き、朝夕の検温を実施し、37.5℃以上の発熱や体調不良の際には、出勤せ

ずに所属長に報告し、所属長から職員課長及び労働安全衛生担当副主幹まで連絡

してください。同居の家族等に同様の症状がある場合についても、出勤せずに報告

をお願いします。

〇在宅勤務について

SIM フリー端末及び総務省の実証実験による在宅勤務については、所属長の許可

を得た上で積極的に実施してください。また、妊娠中の職員や基礎疾患のある職員

については、在宅勤務ができるように配慮してください。

※SIM フリー端末は妊娠中、基礎疾患があるなど配慮が必要な職員に優先的に貸

出しを行います。そのうえで、残りの SIM フリー端末はサテライトオフィス利用

者に貸し出します。

〇ローテーション勤務について

職場における感染防止対策として、土日・祝日を含めたローテーション勤務につ

いても活用してください。ただし、ローテーション勤務の実施に際しては、正規の

勤務時間（１週間について 38 時間 45 分）を超えることのないよう、留意してくだ

さい。

〇時差出勤について

通勤時の感染防止及び職場の「密」を防ぐための時差出勤を活用してください。

〇分散勤務について

議場・会議室等による固定の分散勤務場所は設置しません。部内で調整の上、実

施してください。

〇出張について

まん延防止等重点措置区域（23 区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布

市及び町田市）への不急の出張は自粛してください。

〇自転車通勤について

現在通勤方法として公共交通機関の利用を届け出ている職員についても、臨時

的な自転車通勤への切り替えをお願いします。（要届出）



〇会食について

家族以外との複数人の会食（昼食含む）は自粛してください。

〇不要不急の外出・移動の自粛

都県境を越える不要不急の外出・移動の自粛。特に、変異株により感染が拡大し

ている大都市圏との往来は自粛してください。


